
前回の専門部会（10/25開催）で議論された「家畜遺伝資源」に係る侵害行為のイメージ

家畜遺伝資源生産者Ａ

✓有体物（人工授精用
精液、受精卵等）と
価値（改良の成果） ・
遺伝情報（の集積）
が切り離せないもの

「家畜遺伝資源」
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※「不正な経緯」とは、Ｂの不正取得行為又は
Ｃの不正領得行為を指す。
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※不正使用行為によって生じた侵害品の取扱い
①家畜遺伝資源の不正使用により生じた家畜及び家畜遺伝資源の使用・譲渡等（善意・無重過失者を除く。）
②①の不正使用により生じた家畜及び家畜遺伝資源の譲渡等（善意・無重過失者を除く。）
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取引の安全とのバランスへの配慮

対象の捉え方

Ａの従業員、業務委託先、家畜遺伝資源購入者等

譲渡・引渡し・輸出

職務上の管理義務、
業務委託、

目的外利用禁止・
第三者提供制限等
条件付き購入

資 料 ５
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